
 

ガバナンス関連資料 

 

１．社外取締役がその職責を果たすためには何が必要か 

  ―「３線」モデルの再構築と独立したモニタリング活動の実践 

が喫緊の課題 

週刊金融財政事情 2016.08.08 

２．実践段階に入った金融機関のガバナンス改革 

  ―「モニタリング・ボード」への移行が始まる 

週刊金融財政事情 2016.03.14 

３．次世代とコーポレート・ガバナンスの改革を考える 

金融機関.YOM 2016年 1月 

４．東芝事件の教訓 正しい監査委員会設置のススメ 

金融機関.YOM 2015年 10月 

５．ガバナンス改革とリスクアペタイト・フレームワークの活用 

  ― モニタリングモデルの実践を支える経営ツール 

金融機関.YOM 2015年 5月 

 















着
実
に
進
展
す
る 

取
締
役
会
の
改
革

　

こ
れ
ま
で
日
本
企
業
の
取
締
役
会

は
社
内
取
締
役
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、

執
行
と
監
督
が
一
体
の
「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
ボ
ー
ド
」
で
あ
っ
た
。
今
回

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
お
も
な
狙
い

は
、
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
と
活

用
を
通
じ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行
を
促
し
、
取

締
役
会
の
監
督
機
能
を
強
化
し
て
中

長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
実
現

す
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
が
国
の
金
融

機
関
で
も
、
改
正
会
社
法
の
施
行
等

を
受
け
て
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任

が
一
気
に
進
ん
だ
。
機
関
設
計
や
委

員
会
の
設
置
、
取
締
役
会
議
長
と
代

表
取
締
役
の
分
離
、
議
事
運
営
な
ど

の
点
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
を
ふ
ま
え
た
改
革
の
動
き
が
着

実
に
進
み
始
め
て
い
る
。

①
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
上
場
銀
行
・
証
券
等
の
独
立

社
外
取
締
役
の
平
均
人
数
は
２
・
１

人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
２
０
１
６
年

度
以
降
、
独
立
社
外
取
締
役
を
複
数

名
選
任
す
る
と
回
答
し
た
先
は
８
割

を
超
え
、
独
立
社
外
取
締
役
の
人
数

を
３
分
の
１
以
上
に
引
き
上
げ
る

（
予
定
・
検
討
中
を
含
む
）
と
回
答

し
た
先
は
２
割
近
く
に
達
し
て
い
る

（
図
表
１
）。

　

り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
で
は

独
立
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過

半
数
を
占
め
、
喧
喧
諤
諤
の
議
論
が

行
わ
れ
て
い
る
。
独
立
社
外
取
締
役

の
意
見
を
フ
ル
に
活
用
し
、
お
客
さ

ま
目
線
で
の
営
業
店
づ
く
り
な
ど
の

改
革
を
進
め
て
き
た
こ
と
は
有
名
だ
。

メ
ガ
バ
ン
ク
や
地
域
銀
行
で
も
、
社

内
・
社
外
を
半
数
程
度
に
し
て
知
見

昨
年
５
月
の
改
正
会
社
法
の
施
行
、
６
月
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
開
始
を
受
け
て
日
本
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
実
践
段
階
に
入
っ
た
。
日
本
銀
行
で
は
、
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
現
状
を
評
価
す
る

と
と
も
に
、
来
年
度
の
株
主
総
会
に
向
け
て
、
今
後
の
課
題
、
実
務
的
な
留
意
点
な
ど
を
検
討
し
て
も
ら
う
た
め
、
上

場
銀
行
・
証
券
等
の
役
職
員
を
対
象
に
「
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
た
。
参
加
し
た
上
場
銀
行
・
証
券
等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
有
効
回
答
96
先
、２
０
１
６
年
１
月
初
時
点
）

や
、
セ
ミ
ナ
ー
で
紹
介
さ
れ
た
実
践
事
例
な
ど
か
ら
、
わ
が
国
の
金
融
機
関
で
は
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
と
活
用

が
進
み
、「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行
に
向
け
た
取
組
み
が
本
格
化
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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を
集
め
、
議
論
を
戦
わ
せ
な
け
れ
ば
、

経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
き
れ
な

い
と
考
え
る
経
営
者
が
現
わ
れ
始
め

た
。

②
機
関
設
計
の
変
更

　

機
関
設
計
の
点
で
は
、
こ
れ
ま
で

日
本
独
自
の
監
査
役
会
設
置
会
社
を

採
用
す
る
先
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
今
回
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を

契
機
に
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

へ
の
移
行
を
検
討
す
る
先
が
大
幅
に

増
え
て
い
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
上

場
銀
行
・
証
券
等
で
は
、
す
で
に
指

名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
監
査
等
委

員
会
設
置
会
社
に
移
行
済
み
の
先
と
、

16
年
度
以
降
に
移
行
を
予
定
・

検
討
中
と
回
答
し
た
先
を
合
わ

せ
る
と
、
全
体
の
３
割
を
超
え

た
（
図
表
２
）。
今
後
、
移
行

に
向
け
た
検
討
を
始
め
る
先
も

出
て
く
る
と
み
ら
れ
、
近
い
将

来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
の
機
関
設
計
を
採
用
す
る

先
が
過
半
に
達
す
る
可
能
性
も

出
て
き
た
。

　

フ
ィ
デ
ア
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
は
従
来
か
ら
委
員
会
設
置

会
社
を
採
用
し
て
い
る
が
、
昨

年
、
傘
下
の
荘
内
銀
行
、
北
都

銀
行
を
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
移
行
さ
せ
た
。
機
関
設
計

の
点
で
は
、
メ
ガ
バ
ン
ク
よ
り

も
一
歩
先
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
近
づ
け
る
改
革

を
実
現
。
規
制
対
応
で
は
な
く
、

本
気
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
に

取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
た
こ
と

が
海
外
投
資
家
に
好
感
さ
れ
、

外
国
人
持
株
比
率
が
大
幅
に
上

昇
し
た
と
い
う
。

③
委
員
会
の
設
置
状
況

　

委
員
会
の
設
置
状
況
の
点
で
は
、

法
定
あ
る
い
は
任
意
の
形
態
で
監
査

・
指
名
・
報
酬
の
各
委
員
会
と
も
設

置
が
進
む
見
通
し
だ
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
み
る
と
、
各
委
員
会
に
つ
い

て
、
す
で
に
設
置
済
み
の
先
と
、
16

年
度
以
降
に
設
置
を
予
定
・
検
討
中

と
回
答
し
た
先
を
合
わ
せ
る
と
、
40

〜
50
％
と
な
っ
た
（
図
表
３
）。
そ

れ
ぞ
れ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は

独
立
社
外
取
締
役
が
含
ま
れ
、
彼
ら

が
客
観
的
な
立
場
で
監
督
機
能
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。　

④
取
締
役
会
議
長
と
代
表
取
締
役
の

分
離

　

取
締
役
会
議
長
は
、
監
督
者
と
し

て
の
象
徴
的
な
存
在
だ
。
取
締
役
会

議
長
と
代
表
取
締
役
の
分
離
は
「
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行

決
意
表
明
と
い
え
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
み
る
と
、
す
で
に
14
％
の
先

が
取
締
役
会
議
長
と
代
表
取
締
役
の

分
離
を
実
践
し
て
い
る
。
取
締
役
会

議
長
に
は
、
独
立
社
外
取
締
役
あ
る

い
は
代
表
権
を
返
上
し
た
会
長
な
ど

非
執
行
取
締
役
が
就
任
し
て
い
る
。

16
年
度
以
降
も
取
締
役
会
議
長
と
代

表
取
締
役
の
分
離
は
さ
ら
に
進
む
見

監査委員会
を設置

指名委員会
を設置

報酬委員会
を設置

リスク委員
会を設置

2015年度 21％ 31％ 36％ 4％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 40％ 39％ 45％ 4％

監査役会
設置会社 小計 監査等委員会

設置会社
指名委員会等
設置会社

2015年度 85％ 15％ 6％ 9％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 68％ 32％ 24％ 8％

取締役
うち独立社外取締役

2015年度 10．5人 2．1人

独立社外取締役が複数名 独立社外取締役が
全体の３分の１以上

2015年度 73％ 15％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 84％ 18％

〔図表１〕 社外取締役の選任

〔図表２〕 機関設計

〔図表３〕 法定・任意の委員会設置

金融財政事情 2016． 3．1431



通
し
だ
（
図
表
４
）。

⑤
取
締
役
会
の
議
案

　

取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
強
化
す

る
目
的
で
、
執
行
役
員
等
に
権
限
を

移
譲
し
て
、
取
締
役
会
に
上
程
す
る

議
案
の
絞
込
み
や
見
直
し
を
行
う
動

き
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

監
督
と
執
行
が
分
離
し
て
い
な
い

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
ボ
ー
ド
」
で
は
、

個
別
の
執
行
に
係
る
議
案
が
次
々
に

上
程
さ
れ
る
。
取
締
役
会
に
同
席
し

て
い
る
社
外
監
査
役
に
投
票
権
は
な

く
、
違
法
の
疑
い
が
な
け
れ
ば
発
言

す
る
必
要
も
な
い
た
め
、
不
都
合
は

な
い
。
し
か
し
、
独
立
社
外
取
締
役

が
選
任
さ
れ
、
取
締
役
会
で
監
督
者

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

る
と
、
個
別
の
執
行
案
件
を
次
々
に

上
程
す
る
よ
う
な
取
締
役
会
の
運
営

は
許
容
さ
れ
な
い
。
独
立
社
外
取
締

役
の
仕
事
は
、
個
別
の
執
行
案
件
を

承
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
れ
ま
で
取
締
役
会
に
上
程
さ
れ

た
議
案
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
、
執

行
に
係
る
案
件
を
除
外
し
、
そ
れ
ら

の
承
認
権
限
を
執
行
役
員
等
に
移
譲

す
る
よ
う
規
程
類
を
見
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で

は
、
す
で
に
議
案
の
見
直
し
を
実
施

済
み
、
あ
る
い
は
16
年
度
以
降
、
見

直
し
を
予
定
・
検
討
中
と
回
答
し
た

先
は
54
％
と
過
半
に
達
し
た
（
図
表

４
）。
こ
の
結
果
を
み
る
限
り
、
今

回
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
趣
旨
に
関

す
る
理
解
は
相
応
に
進
み
始
め
た
と

い
え
よ
う
。

　

第
三
銀
行
の
岩
間
弘
頭
取
は
、
改

正
会
社
法
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
を
熟
読
し
、
そ
の
趣

旨
を
実
現
す
る
た
め
、
監
査
等
委
員

会
設
置
会
社
へ
の
移
行
を
決
断
し
た
。

指
名
、
報
酬
に
関
す
る
意
見
を
監
査

等
委
員
か
ら
も
ら
う
た
め
、
諮
問
委

員
会
も
設
置
し
た
。
常
務
会
に
権
限

を
委
譲
し
、
取
締
役
会
の
議
事
を
絞

っ
た
と
こ
ろ
、
議
論
が
活
性
化
し
、

取
締
役
会
の
時
間
は
か
え
っ
て
伸
び

た
。
取
締
役
会
と
は
別
に
代
表
取
締

役
と
独
立
社
外
取
締
役
会
と
の
意
見

交
換
会
も
始
め
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
岩

間
頭
取
は
「
こ
れ
か
ら
は
、
社
内
、

社
外
を
問
わ
ず
、
同
じ
土
俵
で
責
任

を
も
っ
た
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
が

重
要
だ
」
と
述
べ
た
。

広
が
り
始
め
た 

Ｒ
Ａ
Ｆ
導
入
の
動
き

　

独
立
社
外
取
締
役
に
監
督
機
能
を

発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
機
関

設
計
や
取
締
役
会
の
運
営
を
変
え
る

だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

経
営
理
念
・
目
標
を
明
確
に
し
た
う

え
で
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の

内
部
統
制
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
、

独
立
社
外
取
締
役
に
説
明
し
、
承
認

を
得
る
必
要
が
あ
る
。

　

欧
米
の
金
融
機
関
は
「
利
益
を
あ

げ
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
よ
い
」
と
の

理
念
な
き
経
営
姿
勢
を
と
っ
た
結
果
、

金
融
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の

真
摯
な
反
省
に
基
づ
い
て
、
経
営
理

念
・
目
標
を
「
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ

ト
」
と
し
て
文
書
化
（
Ｒ
Ａ
Ｓ
）
し
、

そ
れ
ら
を
起
点
と
す
る
内
部
統
制
の

枠
組
み
を
「
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
・

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」（
Ｒ
Ａ
Ｆ
）
と

し
て
再
構
築
し
た
（
図
表
５
）。

　

経
営
者
か
ら
み
れ
ば
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
は
社
外
取
締
役
に
「
説
明
責

任
」
を
果
た
す
際
の
有
効
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
な
る
。

ま
た
、
独
立
社
外
取
締
役
か
ら
み
れ

ば
、「
監
督
責
任
」
を
果
た
す
際
の

価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
。
さ
ら
に
、

Ｒ
Ａ
Ｓ
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
を
組
織
内
に
浸
透

さ
せ
れ
ば
、
役
職
員
の
健
全
な
リ
ス

ク
カ
ル
チ
ャ
ー
の
醸
成
に
役
立
つ
。

　

す
で
に
日
本
で
も
メ
ガ
バ
ン
ク
、

大
手
証
券
、
保
険
会
社
な
ど
先
進
的

な
金
融
機
関
で
は
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
を
作
成

し
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
を
導
入
し
て
経
営
管
理

に
活
用
し
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
は
、
現
時
点
で
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
の
導
入
を
実
施
済
み
と
回
答

し
た
先
は
全
体
の
約
１
割
で
あ
っ
た
。

16
年
度
以
降
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
や
Ｒ

Ａ
Ｆ
の
導
入
を
予
定
・
検
討
中
と
回

答
し
た
先
を
含
め
る
と
、
約
３
割
に

増
え
る
見
通
し
に
あ
る
（
図
表
６
）。

〔図表４〕 取締役会の議長・議案

取締役会の議長 取締役会の議案

独立社外取締役ある
いは非執行取締役に
する

執行役員に権限委譲
し、監督機能を強化
するように、上程事
項を見直し

2015年度 14％ 36％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 16％ 54％
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実
際
、
滋
賀
銀
行
な
ど
の
地
域
銀

行
で
も
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
の

導
入
に
取
り
組
む
先
が
増
え
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地
域
銀
行

と
大
手
金
融
機
関
で
は
リ
ス
ク
ア
ペ

タ
イ
ト
は
異
な
る
。
同
じ
地
域
銀
行

で
あ
っ
て
も
、
経
営
理
念
や
沿
革
、

顧
客
基
盤
、
資
産
・
負
債
構
造
な
ど

の
違
い
か
ら
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
は

や
は
り
異
な
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク
ア

ペ
タ
イ
ト
を
起
点
と
し
て
構
築
す
る

内
部
統
制
の
手
法
・
ツ
ー
ル
も
多
種

多
様
で
あ
り
、
ど
の
手
法
・
ツ
ー
ル

が
よ
い
か
は
一
概
に
い
え
な
い
。
そ

の
点
を
理
解
し
、
独
立
社
外
取
締
役

を
含
め
、
関
係
者
で
十
分
に
議
論
し

て
自
ら
に
合
っ
た
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
の
導
入
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
だ
。

社
外
取
締
役
の
監
督
下
で

内
部
監
査
の
改
革
を
促
す

　

国
際
社
会
で
は
１
９
８
０
年
代
ご

ろ
か
ら
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
が

進
む
と
同
時
に
、
そ
の
指
揮
下
に
内

部
監
査
部
門
を
お
く
慣
行
が
広
が
っ

た
。
経
営
者
不
正
が
相
次
い
で
起
こ

っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
独
立
社
外
取
締
役
が
「
監
督

責
任
」
を
果
た
す
た
め
に
内
部
監
査

の
プ
ロ
集
団
を
集
め
、
彼
ら
を
指
揮

し
て
経
営
者
に
よ
る
執
行
状
況
を
客

観
的
に
検
証
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当

然
の
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
経
営
者
に
と
っ
て
も
独
立

社
外
取
締
役
を
通
じ
た
別
の
ラ
イ
ン

か
ら
客
観
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
は

有
用
で
あ
る
。
経
営
者
が
気
づ
か
な

か
っ
た
こ
と
や
、
経
営
者
に
は
直
接

い
い
に
く
い
こ
と
が
内
部
監
査
部
門

か
ら
独
立
社
外
取
締
役
を
経
由
し
て

遠
慮
な
く
伝
わ
る
た
め
、
経
営
者
と

し
て
も
適
切
な
改
善
策
を
立
て
や
す

く
な
る
か
ら
だ
。

　

国
際
社
会
で
は
、「
１
線
」
と

「
２
線
」
は
経
営
者
の
指
揮
下
に
お

き
、「
３
線
」
と
し
て
の
内
部
監
査

部
門
は
独
立
社
外
取
締
役
の
指
揮
下

に
お
く
の
が
一
般
的
だ
（
図
表
７
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
企
業
で
は
、

「
１
線
」「
２
線
」「
３
線
」
す
べ
て

が
経
営
ト
ッ
プ
の
指
揮
下
に
お
か
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
独
立
社
外
取

締
役
と
内
部
監
査
部
門
は
「
連
携
」

関
係
に
あ
る
と
さ
れ
、
多
く
の
場
合
、

独
立
社
外
取
締
役
は
内
部
監
査
結
果

の
報
告
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

独
立
社
外
取
締
役
が
「
監
督
責

〔図表６〕リスクアペタイト・フレームワークの構築

リスクアペタ
イト・ステー
トメントを策
定している

リスクアペタ
イト・フレー
ムワークを構
築している

2015年度 ８％ ９％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 26％ 33％

〔図表５〕 リスクアペタイト・フレームワーク

・　格付　××　を維持しうる範囲でリスクテイクを行い、収益力を高める。

・　資本の範囲内で、信用集中リスクをテイクする。

・　期間利益を稼得するために金利リスクをテイクする。

・　金利上昇に伴う評価損の発生を  ○ 年分の期間利益の範囲内とする。

・　リスクプロファイルが不明確な投資は行わない。

・　 顧客の信頼を失わないように、顕在化した事件・事故等の再発防止と、潜在的
なリスク事象の未然防止に努める。

業務・収益計画、コンプラ方針、リスク管理

方針、リスク枠・損失限度、ストレステスト、

報酬制度、研修計画など

リスクアペタイトを起点とした

各種内部統制の枠組み
目　標

リスク 統　制
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任
」
を
果
た
す
た
め
に
は
、
少
な
く

と
も
以
下
の
権
限
を
も
っ
て
、
内
部

監
査
部
門
を
直
接
指
揮
で
き
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

ⅰ
内
部
監
査
の
計
画
・
予
算
を
承
認

す
る

ⅱ
内
部
監
査
の
結
果
報
告
を
直
接
受

け
る

ⅲ
不
祥
事
の
懸
念
が
あ
る
と
き
内
部

監
査
部
門
に
調
査
を
命
じ
る

ⅳ
内
部
監
査
部
門
長
の
選
・
解
任
を

承
認
（
同
意
）
す
る

　

内
部
監
査
部
門
の
指
揮
命
令
系
統

を
表
現
す
る
と
き
、「
第
一
義
的
な

職
務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ

ン
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
こ
れ

は
単
純
に
内
部
監
査
の
結
果
を
報
告

す
る
先
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
内
部

監
査
業
務
の
統
括
責
任
者
を
意
味
し

て
い
る
。

①
内
部
監
査
の
第
一
義
的
な
職
務
上

の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
ン

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
内
部
監
査
の
第
一
義
的
な
職

務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
ン

は
「
独
立
社
外
取
締
役
」
あ
る
い
は

独
立
社
外
取
締
役
を
含
む
「
監
査
委

員
会
」
で
あ
る
と
回
答
し
た
先
は
ご

く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
16

年
度
以
降
、
内
部
監
査
の
第
一
義
的

な
職
務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ

イ
ン
を
「
監
査
委
員
会
」
と
す
る
方

向
で
検
討
中
と
回
答
し
た
先
を
含
め

る
と
約
１
割
に
達
し
て
い
る
（
図
表

８
）。

　

一
部
の
先
進
的
な
金
融
機
関
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
意

識
し
て
内
部
監
査
の
「
レ
ポ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
ラ
イ
ン
」（
指
揮
命
令
系

統
）
の
見
直
し
を
進
め
始
め
た
。
第

三
銀
行
で
は
、
内
部
監
査
部
門
は
組

織
上
、
取
締
役
会
の
下
に
お
か
れ
て

い
る
が
、
独
立
社
外
取
締
役
が
委
員

長
を
務
め
る
監
査
委
員
会
が
実
質
的

に
指
揮
す
る
態
勢
と
し
た
。
監
査
計

画
の
承
認
に
事
前
関
与
し
、
監
査
結

果
の
報
告
も
は
じ
め
に
受
け
る
。
社

外
監
査
委
員
へ
の
内
部
通
報
制
度
を

つ
く
り
、
不
祥
事
が
発
覚
し
た
と
き

は
監
査
委
員
会
が
内
部
監
査
部
門
を

直
接
指
揮
す
る
。
監
査
部
長
の
選
・

解
任
に
は
指
名
諮
問
委
員
会
の
同
意

を
必
要
と
す
る
な
ど
、
大
手
行
よ
り

も
独
立
性
の
高
い
監
査
機
能
を
構
築

し
た
。　

　

り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
で
も

組
織
上
、
内
部
監
査
は
社
長
直
属
だ

が
、
今
後
、
監
査
委
員
会
の
実
質
的

な
関
与
を
強
め
て
い
く
方
針
だ
。

　

信
用
金
庫
は
機
関
設
計
に
制
約
が

あ
る
。
城
南
信
金
で
は
、
監
事
会
を

残
し
た
ま
ま
任
意
の
内
部
監
査
委
員

会
を
設
置
し
、
金
庫
外
理
事
を
同
委

〔図表８〕 内部監査のレポーティング・ライン

第一義的な職務上の
レポーティング・ライン

独立社外
取締役 監査委員会

2015年度 ０％ ２％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） ２％ 11％

〔図表７〕 ３線モデル

社長ＣＥＯ、執行役員

取締役会・監査委員会（独立社外取締役）

業務

（１線） （２線） （３線）

リスクマネジメント

コンプライアンス

セキュリティ

品質管理

財務管理

検査

内部監査
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員
長
に
選
任
し
た
。
同
委
員
会
の
指

揮
下
で
内
部
監
査
を
行
う
。

　

な
お
、
東
芝
事
件
を
契
機
に
し
て
、

わ
が
国
で
も
よ
う
や
く
社
長
直
属
の

内
部
監
査
の
問
題
点
が
認
識
さ
れ
始

め
た
。
東
芝
で
は
、
社
長
直
属
の
内

部
監
査
部
門
が
不
正
会
計
の
事
実
を

つ
か
み
な
が
ら
報
告
書
に
記
載
せ
ず
、

隠
蔽
に
加
担
し
て
い
た
。
今
後
、
金

融
庁
・
東
証
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会

議
や
法
務
省
の
改
正
会
社
法
見
直
し

に
係
る
研
究
会
等
の
場
を
含
め
、
内

部
監
査
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ

ン
の
是
正
に
向
け
た
議
論
や
取
組
み

が
広
が
る
だ
ろ
う
。

②
内
部
監
査
の
専
門
職
の
養
成

　

内
部
監
査
部
門
が
独
立
社
外
取
締

役
の
指
揮
下
に
お
か
れ
て
も
、
内
部

監
査
ス
タ
ッ
フ
が
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
で
配
属
さ
れ
た
者
ば
か
り
で
、

い
ず
れ
執
行
ラ
イ
ン
に
戻
る
と
い
う

の
で
は
、
独
立
社
外
取
締
役
に
よ
る

指
揮
命
令
は
形
骸
化
し
て
し
ま
う
。

内
部
監
査
の
専
門
職
を
養
成
し
て
、

独
立
性
、
専
門
性
を
確
保
し
な
く
て

は
、
内
部
監
査
は
「
３
線
」
と
し
て

の
本
来
の
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
内
部
監
査
部
門
に
執
行
ラ
イ

ン
か
ら
独
立
し
た
専
門
職
を
配
置
し

て
い
る
と
回
答
し
た
先
は
７
％
で
あ

っ
た
。
16
年
度
以
降
、
専
門
職
の
配

置
を
予
定
・
検
討
中
と
回
答
し
た
先

を
含
め
る
と
14
％
に
達
し
た
（
図
表

９
）。

　

新
生
銀
行
で
は
、
内
部
監
査
ス
タ

ッ
フ
は
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、

執
行
ラ
イ
ン
に
は
戻
ら
な
い
。
公
認

内
部
監
査
人
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
等
の
資
格

取
得
が
義
務
付
け
ら
れ
た
専
門
職
だ
。

将
来
の
経
営
幹
部
を
内
部
監
査
部
門

が
受
け
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
監

査
ト
レ
ー
ニ
ー
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

内
部
監
査

は
プ
ロ
集

団
が
行
う

と
い
う
の

が
基
本
的

な
考
え
だ
。

　

り
そ
な

ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス

で
は
、
経

験
が
豊
富

で
専
門
的

能
力
の
高

い
内
部
監

査
ス
タ
ッ

フ
を
「
専

門
系
」
に

認
定
し
て
厚
く
処
遇
し
、
内
部
監
査

部
門
内
で
活
用
し
て
い
る
。

　

金
融
機
関
の
内
部
監
査
ス
タ
ッ
フ

は
、
一
般
企
業
に
比
べ
て
質
・
量
と

も
に
充
実
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

内
部
監
査
ス
タ
ッ
フ
の
人
数
は
一
般

企
業
の
場
合
、
役
職
員
の
０
・
１
％

程
度
に
す
ぎ
な
い
が
、
金
融
機
関
の

場
合
、
１
〜
２
％
と
多
い
。
公
認
内

部
監
査
人
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
有
資
格
者

も
、
そ
の
半
数
以
上
は
金
融
機
関
の

出
身
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。
金
融
機

関
に
は
、
内
部
監
査
の
専
門
職
と
な

り
う
る
人
材
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

金
融
機
関
で
育
成
さ
れ
た
内
部
監
査

の
専
門
職
は
将
来
、
一
般
企
業
や
他

業
態
の
監
査
委
員
長
、
内
部
監
査
部

門
長
な
ど
に
転
じ
て
キ
ャ
リ
ア
を
積

む
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
企
業

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
を
担
う
貴
重
な

人
材
と
な
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は 

実
践
先
行
で

　

会
社
法
の
改
正
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
開
始

を
契
機
に
、
日
本
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
は
始
ま
っ
た
。
会
社
法
・
コ

ー
ド
を
読
み
な
が
ら
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

改
革
を
進
め
て
い
る
企
業
が
多
い
と

思
う
。
金
融
機
関
で
あ
れ
ば
、
バ
ー

ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
の
た

め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸

原
則
」
に
準
拠
し
て
態
勢
整
備
を
図

る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
は

実
践
先
行
が
本
来
の
姿
だ
。
今
後
、

会
社
法
、
コ
ー
ド
の
見
直
し
・
改
訂

が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の

結
果
を
待
つ
必
要
は
な
い
。
優
れ
た

実
践
が
先
行
し
、
そ
れ
ら
が
会
社
法
、

コ
ー
ド
に
反
映
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
、

自
ら
が
必
要
と
考
え
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
改
革
に
踏
み
出
す
こ
と
が
重
要
だ
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
等
は
筆
者
の
個
人

的
見
解
で
あ
り
、必
ず
し
も
日
本
銀
行
の

公
式
な
見
解
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。）

〔図表９〕 内部監査の専門職の配置

執行ラインから独立した専門職を配置

2015年度 ７％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 14％

う
す
い　

し
げ
き

83
年
日
本
銀
行
入
行
。
金
融
機
構
局

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
企
画
役
（
現

職
）。
11
年
３
月
、
日
本
金
融
監
査

協
会
を
設
立
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次世代と
コーポレート・ガバナンスの
改革を考える

日本銀行　金融高度化センター

碓井 茂樹

　日本企業では、現社長が次期社長を指名することが多い。

日経新聞「私の履歴書」などを読むと、ある日、社長室に

呼び出され「社長になってほしい」と言われる。辞退して

も「自分のあとを任せられるのは君以外にいない」と説得

されて社長を引き受けた、というのが典型的なパターンだ。

一方、海外企業では、指名委員会のメンバーが執行役員、

部長など経営幹部の業績評価を行う。将来の社長候補とし

て、どのようなキャリアを積ませるべきかについても検討

する。こうして社長は、社外取締役を含む指名委員会にお

ける業績評価等にもとづいて決定される。

　学生に「どちらの方法で、次期社長を選ぶのが良いか」

をアンケートで尋ねてみた（Ｑ 1）。85％の学生が「指名

委員会の業績評価等にもとづいて、次期社長を決める」の

が良いと回答した。「現社長が次期社長を指名する」のが

良いという回答は 15％に過ぎなかった。

　アンケート実施前に、学生たちには、現社長が次期社長

を指名する日本企業の場合、入社以来の働きぶり、人とな

りなど、「総合的な評価」がなされる。その一方で、海外

企業の場合、指名委員会の社外取締役とは数年程度の関係

しかない。業績評価の方法にもよるが、主に売上、利益な

ど「数字の評価」に左右される可能性がある点を指摘した。

しかし、「現社長による指名方式」を支持する学生は驚く

ほど少なかった。アンケートに記載された理由をみると、

現社長の独断で次期社長を決めることに対して「正統性を

感じられない」、「危うさを感じる」、「好き嫌いで決まるこ

とはないのか」など、かなり否定的な意見が多かった。

はじめに 経営トップは指名委員会の
業績評価で選ぶべき

コーポレート・ガバナンスの改革は
誰のために行うのか

　経営者が関係者を説得し、苦労してコーポレー

ト・ガバナンスの改革を成し遂げても、退任まで

にその成果を実感することはおそらくないだろ

う。むしろ独立社外取締役からさまざまな説明を

求められ、内部監査で指摘された事項への対応に

追われ負担が増えたと感じるだけかもしれない。

　コーポレート・ガバナンスの改革は、企業の中

長期的な企業価値を高めるために行われるもので

ある。したがって改革の成果を享受するのは現在

の経営者ではなく、これからその企業に入社する、

あるいは、その企業に株式投資する次世代である。

　筆者は複数の大学で教鞭をとっている。コーポ

レート・ガバナンスに関する講義を行うが、学生

の関心は極めて高い。本格的な講義を行う前に、

まっさらな状態で、彼らがコーポレート・ガバナ

ンスのあるべき姿をどう考えているのかアンケー

トを実施した。

　そして、国内外で起きた重大事件を振り返りな

がら、日本と国際社会におけるコーポレート・ガ

バナンスの改革や、日本企業と海外企業のコーポ

レート・ガバナンスの違いを講義した。講義の後、

彼らの考え方の変化をみるため、再度アンケート

をとった項目もある。アンケート結果をみると、

次世代は、国際社会に近い感覚を持っていること

が分かった。
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　現在、多くの日本企業が採用している「現社

長による指名方式」に関して、次世代の多くは

自分たちのリーダーを選出するプロセスとし

て、ふさわしくないと感じている。次世代から

「正統性を感じられない」と評価された社長は

これまでのようにリーダーシップを発揮するこ

とができるだろうか。社長の意思は現場に届き

にくくなり、諸施策も徹底しなくなるかもしれ

ない。

　また、次期社長の選び方を「指名委員会にお

ける業績評価方式」に変えると、経営スタイル

や企業文化はアメリカ型の成果主義になっていく。経営

トップが業績で厳しく評価、選出されるようになると、組

織の末端に至るまで業績評価が徹底して行われるように

なるものと思われる。短期的な業績、目先の利益を求める

経営スタイルや企業文化が醸成されるかもしれない。アン

ケートの集計結果をみせたうえで学生がどのように思うか

を問うてみた。ある学生が手をあげて、以下のような意見

を述べた。

　「確かに、短期的な業績、目先の利益を追い過ぎるよう

になるのは問題かもしれません。業績の評価基準の策定に

は工夫がいるでしょう。しかし、日本企業は、海外企業に

比べROEが低く、もう 20 年以上も利益が上がっていな

いと聞きました。日本企業はもっと業績、利益を上げる努

力をすべきではないでしょうか。」

　その通りだ。次世代は、日本企業の経営者が口にしてき

た「言い訳」や「嘘」を見抜いている。経営トップだけで

なく、役職員全員が厳しい業績評価を受けるようにならな

い限り、日本企業の業績は回復せず、利益は上がるように

ならない。

　では、次世代は、どのようなキャリアを積んだ人物が経

営トップにふさわしいと考えているのだろうか。

　選択肢として、①営業一筋で営業部門長、②営業部門を

経験して財務部門長（CFO）、③営業部門を経験してリス

ク管理部門長（CRO）、④営業部門を経験して内部監査部

門長（CAE）の４つを提示した（Ｑ 2）。

　アンケート実施前に財務部門長（CFO）、リスク管理部

門長（CRO）、内部監査部門長（CAE）それぞれの役割に

ついて簡単に講義した。

　①を選んだ学生は 11％に過ぎなかった。営業で実績を

上げることの重要性は理解したようであったが、経営トッ

プとしては、「１線」の経験だけでは不十分と考えたようだ。

　②財務部門長（CFO）、③リスク管理部門長（CRO）

を選んだ学生は、それぞれ 30％、40％と非常に多かった。

アンケート実施前に、財務部門長（CFO）とリスク管理

部門長（CRO）は、それぞれ収益、リスクの観点から経

営の実態をみて、経営トップ（CEO）の判断をサポート

していることを説明した。「２線」で経験を積んだ人物が、

次の経営トップにふさわしいと考えるのは自然なことだ。

　④内部監査部門長（CAE）を選んだ学生は、２割近く

（19％）に達した。アンケート実施前に、内部監査の機能・

役割をグローバル・スタンダードにしたがって、ごく簡

単に説明した。内部監査部門は、「１線」、「２線」が気付

かなかった問題点を見付けて取締役会に報告のうえ、経営

トップに改善を働き掛ける。企業価値を守り、高めるのが

内部監査のミッションである。これだけの説明であったが、

次世代は、内部監査部門での経験はトップになったときに

役立つはずだと直感したようだ。

　上記と似た質問であるが、「経営トップの立場で、最も

優秀な部下がいたら、どこに起用するか」を学生に尋ねて

みた（次ページＱ 3）。

　選択肢としては①営業部門長、②財務部門長（CFO）、

③リスク管理部門長（CRO）、④内部監査部門長（CAE）

の４つを提示した。回答結果は、①営業部門長 10％、②

財務部門長（CFO）21％、③リスク管理部門長（CRO）

35％、④内部監査部門長（CAE）34％であった。最も優

秀な部下を内部監査部門長に起用すると回答した学生は全

体の 3分の 1を超えた。

経営トップは 2線、3線で
キャリアを積んだ人物がふさわしい

Ｑ1．経営トップの選び方としてはどちらが良いか

Ｑ2．経営トップのキャリアとしてはどちらが良いか

①現社長が指名する

②指名委員会における業績評価

①営業一筋で営業部門長

②営業を経験し、財務部門長

③営業を経験し、リスク管理部門長

④営業を経験し、内部監査部門長

15%

85%

11%

30%

40%

19%



　日本企業では、内部監査部門長を務めた人物

が経営トップになるケースはほとんど例がない。

内部監査部門に幹部候補を配属することも少な

い。日本企業の実務家は今回の学生のアンケー

ト結果に違和感を覚えるかもしれない。

　しかし、国際社会では、内部監査部門のステー

タスは、日本企業に比べると格段に高い。また、

内部監査部門での経験を重視する企業も少なく

ない。内部監査部門は組織内のあらゆる現場を

実地で見て回ることができるほか、経営全体を

みる視点も養うことができるため、ゼネラル・

エレクトリック社（GE）は、人材育成プログラ

ムの一環として、将来、経営幹部となる候補者

を選んで内部監査部門に配属することはよく知

られている。経営幹部の候補者は、内部監査の

プロ集団に混じって、経営上の問題点を見付け

たり、改善策を検討したりする。

　学生には、少し難しい質問になるが、誰が内部監査部門

を直接指揮すべきかを尋ねてみた。

　選択肢としては、①社長（CEO）、②財務・コンプライ

アンス部門担当取締役、③監査役、④独立社外取締役の４

つを提示した（Ｑ 4）。

　そして、内部監査部門を直接指揮するとは、以下のすべ

てを行う権限を有することが要件であると説明した。

・内部監査の計画・予算を承認する。

・内部監査の結果報告をはじめに聞く。

・内部監査部門長の選解任を承認（同意）する。

・内部監査部門の業績評価を行う。

・内部監査部門に特別調査の実施を命じる。

　講義前に実施したアンケート結果をみると、最も多かっ

たのは、④「独立社外取締役」との回答で全体の半数近く

（47％）を占めた。次いで多かったのは、③「監査役」と

の回答で 23％を占めた。①「社長（CEO）」、②「財務・

コンプライアンス部門担当取締役」との回答はそれぞれ

15％ずつと少なかった。

　１回目のアンケート結果を受けて、以下の点を補足した。

　まず、会社法の解釈では、監査役は内部監査部門を直接

指揮する権限を持つことはできないとされている。監査役

に関する知識が不十分だと、③監査役という回答を選んで

しまうが、これは「不正解」である。監査役は、あくまで

単独で調査を行うのが原則であり、何か問題が起きて内部

監査部門を動かすときや外部機関に調査を依頼するとき

は、監査役は取締役会、経営者の了承を得る必要がある。

　②財務・コンプライアンス部門担当取締役が、内部監査

部門を直接指揮するのは、法令違反にはならないものの、

「悪しきプラクティス」とされるため、「不正解」である。

なぜなら、財務・コンプライアンス部門の内部監査に関し

て、独立性・客観性を維持できなくなるからである。監査

結果に「手心」を加えるなど、内部監査が「馴れ合い」と

なる可能性を否定できない。

　残る選択肢は、①社長（CEO）と④独立社外取締役の

２つであるが、日本企業では、ほとんどの場合、内部監査

部門は社長（CEO）直属の組織となっている。一方、国

際社会では、独立社外取締役を監査委員長に選んで、監査

委員長が内部監査部門を直接指揮する体制をとるのが一般

的である。

　ここまで講義して、再度、アンケートを実施した。内部

監査部門を直接指揮するのは、①社長（CEO）がよいか、

あるいは、④独立社外取締役がよいか、二者択一を求めた。

２回目のアンケート結果をみると、④独立社外取締役との

回答が 96％とほとんどを占めた。①社長との回答は 4％

24

独立社外取締役が内部監査部門を
直接指揮すべきである

Ｑ3．最も優秀な人材を起用するのはどちらが良いか

Ｑ4. 内部監査部門を直接指揮するのは誰が良いか

①営業部門長

②財務部門長

③リスク管理部門長

④内部監査部門長

①社長

②財務・コンプライアンス担当取締役

③監査役

④独立社外取締役

①社長

④独立社外取締役

（注）アンケートに協力してくれたのは、私の講義を受講している一橋大学（約50名）、京
都大学（約40名）、慶應義塾大学（約40名）、大阪経済大学（約30名）の経済学研究科・
経済学部の大学院生・大学２～４回生である（講義の出席状況により、回答者数は若干の増
減がある）。

10%

21%

35%

34%

15%

15%

23%

47%

4%

96%

（講義前）

（講義後）



に過ぎなかった。

　次世代は、内部監査部門の役割・機能に関する講義を聴

いて、ガバナンス構造の中で内部監査をどのように位置づ

けるべきかを直ちに理解した。この点を納得できずにいる

多くの実務家をみているだけに、新鮮な驚きであった。

　国際社会では、独立社外取締役を監査委員長に選任して、

内部監査のプロ集団を預ける。そして、経営者以下の執行

状況を監査する体制を構築している。監査委員長と内部監

査部門がラインで結ばれ、経営者に対する健全なチェック・

アンド・バランスが確保される。経営トップは、監査委員

長＝内部監査部門のラインから経営実態に関する客観的な

情報を得ることができる。問題を指摘して、改善提案まで

してくれるので、経営者にとってみれば、監査委員長と内

部監査部門は頼りになる存在だ。

　万一、経営者が不正を働いたとしても、当然、内部監査

の対象となる。米国で起きたワールドコム事件では、経営

者と監査法人が結託して行った巨額の不正会計の全貌を独

立社外取締役・監査委員長が内部監査部門を直接指揮して、

徹底調査を行い、その全貌を暴いた。株主からみても独立

社外取締役・監査委員長が内部監査部門を直接指揮する態

勢となっていることは安心材料になる。

　日本企業の経営者は、部外者にあれこれと言われたくな

いという気持ちが働くのか、国際社会では、この当たり前

のチェック・アンド・バランスを嫌う傾向がある。常勤監

査役や監査委員長に元部下を配置し、内部監査部門を経営

者の直属とする。これでは、健全なチェック・アンド・バ

ランスは働かない。この結果、経営者に都合の悪いことは

伝わりにくくなる。とくに経営者が主導した施策に関する

問題点などは（経営者が知りたいと望んでも）耳に入らな

いだろう。

　東芝事件の第三者委員会の調査報告書をみると、東芝は

早くから委員会設置会社を採用してきた。しかし、監査委

員長は社長の元部下で、過去、財務部門責任者として不正

会計に関与していた人物であった。内部監査部門は社長の

指揮下に置かれていた。内部監査部門は不正会計の事実を

知りながら、監査報告書には一切記載せず、隠蔽に加担し

ていた。東芝事件に限らず、山一證券、オリンパスなど、

日本の有力企業の不祥事では、必ずと言ってよいほど常勤

監査役が不正に関与していたり、内部監査部門の機能不全、

隠蔽への加担などがみられる。

　講義で、学生にこうした事実を知らせると、日本のコー

ポレート・ガバナンスの現状に、落胆、失望する。真面目

な学生は明らかに怒っている。次世代は、コーポレート・

ガバナンスのあるべき姿に関して、国際社会の感覚と近い

イメージを持っていることは間違いない。

　そして、「なぜ、日本のコーポレート・ガバナンスは、

国際社会からこんなに立ち遅れてしまったのか」、「今後、

日本企業は本当にコーポレート・ガバナンスの改革に取り

組むのか」などの質問が殺到する。極めてまっとうな反応

であると思う。

　コーポレート・ガバナンス改革の本質は、株主から選ば

れた取締役会が経営者を監督することにある。独立社外取

締役を含む取締役会は、経営者が掲げる経営目標を承認し、

その達成に向けて組織をどのように動かすのか説明するよ

うに求め、その結果を客観的に評価する。その繰り返しが

経営目標の達成を合理的に保証し、中長期的に企業価値を

向上させる。

　現在の経営者が英断を下し、コーポレート・ガバナンス

の改革に取り組み、あとに続く経営者が、さらにその実効

性を上げる努力を続けることで、次世代はその成果を享受

できるのだ。

　優勝劣敗の厳しい競争の中で、経営環境の変化に対応し

て「稼ぐ力」を高め、深刻な不祥事を起こさず、どうにか

生き残ることができたとき、次世代は歴代の経営者がコー

ポレート・ガバナンスの改革に真摯に取り組んできたこと

を思い出し、心から感謝するだろう。　
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◆碓井 茂樹（うすい しげき）
1961 年愛知県生まれ。83 年京都大経済学部卒。日本銀行入行。
06年金融高度化センター企画役（現職）。ＦＦＲ＋「金融工学とリ
スクマネジメント高度化」研究会を主宰 (兼職 )。同研究会のメンバー
を中心に金融界の有識者に呼びかけて、11年 3月、日本金融監査
協会を設立。京都大、一橋大、慶應義塾大、大阪経済大、埼玉大学、
千葉商科大学で客員教授、講師を務める。著書に「リスク計量化入門」、
「内部監査入門」（共著、金融財政事情研究会）

次世代とコーポレート・ガバナンスの改革を考える

※本稿に記載された意見・コメントはすべて個人的な見解に基づく
もので、筆者が所属する組織・団体の代表的な見解を示すものでは
ありません。また、筆者が所属する組織・団体がこれを保証・賛成・
推奨するものではありません。

日本企業はグローバル・スタンダードに
適合したガバナンス態勢を構築すべき

最後に
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東芝事件の教訓
正しい監査委員会設置のススメ

日本金融監査協会　リスクガバナンス研究会

碓井 茂樹

　日本企業では、経営者は、執行部門（１線）、リスク管

理部門（２線）、内部監査部門（３線）のすべてのライン

の頂点に立って組織全体を自分の配下に置いている。国際

社会では例のない、極めて珍しいガバナンス構造だ。

　経営者がすべてのラインのトップに立ってしまうと、自

分の決定が正しかったのか、何か見落としはなかったか、

組織はうまく動いているのか、本当のことが分からなく

なってしまう。

　日本企業の経営者は気の毒なほど孤独な状態に身を置い

ている。本当は自分の決定が間違っていて、組織内で思わ

ぬ問題が生じていても、自分に気兼ねして耳触りの悪いこ

とは伝えないようにしているのではないか、多忙なスケ

ジュールに追われながら、ひとりで不安を抱えている。

　ただ、冷たく突き放して言えば、チェック・アンド・バ

ランスの基本から外れたガバナンス構造の中に自ら身を置

く選択をしているのだから仕方がない。

　「監」という文字は、「皿に水を張り、身をかがめて自分の

顔を映す姿をかたどったものだ」という。客観的に経営の

姿を映すように調査を行うのが「監査」ということになる。

　経営の実態を客観的に評価するためには、監査機能の独

立性を確保することが重要である。経営者は組織のトップ

に立ったとき、独立社外取締役を監査委員長に選び、内部

監査部門をすべて任せるべきである。

　経営者の中には、経営の客観的な評価を独立社外取締役

はじめに

日本の経営者の孤独と不安

独立した監査機能を活用する重要性

　日本銀行に入行し、「金庫の中では絶対にひとり

になってはいけない」と教えられた。現金を大量

に扱う仕事だ。金庫に限らず、現金のあるところ

では２名で業務を行うのが基本である。新人なが

ら当然のことだと思った。しかし、今も印象に残っ

ているのは、その理由を説明した先輩の言葉だ。

「君を疑っているからじゃない。君自身を守るため

だよ」。

　金融機関に勤めている方であれば何の説明も必

要ないだろう。「万一、現金事故が起きても、君

が何もしていないことはもう一人が保証してくれ

る」という意味だ。当時、新人だった私には意外

な説明だったので記憶に残っている。

　現金の管理に限らず、重要なことは２名でお互

いに声を掛けあいながら行う、というチェック・

アンド・バランスの考え方を意識のなかに刷り込

まれたように思う。チェック・アンド・バランス

の考え方には決して相手への「疑い」があるので

はない。「緊張感を保った信頼関係」がベースなの

だと今でも信じている。

　失礼を承知で経営者の方々にお尋ねしたい。

「あなたは組織のトップに立って一人で仕事をし

ていませんか」

「あなたをしっかりチェックしてくれる人はいま

すか」

連載

※本稿に記載された意見・コメントはすべて個人的な見解
に基づくもので、筆者が所属する組織・団体の代表的な見
解を示すものではありません。また、筆者が所属する組織・
団体がこれを保証・賛成・推奨するものではありません。
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に委ねることに難色を示す向きも少なくない。他者に経営

の舵取りに関してあれこれ言われたくないのだろう。

　しかし、経営者が組織のトップに立ったとき、孤独と不

安から逃れるためには、独立した監査機能を活用して、組

織運営の良い点、悪い点を客観的に評価してもらい、それ

を率直に伝えてくれるように頼むほかない。経営者として

調査したいことが出てくれば、監査委員長に依頼して監査

計画に入れてもらえばよい。

　監査委員長と内部監査部門長の報告に耳を傾け、もし問

題があれば、経営の舵取りを修正すればよいだけだ。監査

委員長とその配下の内部監査部門は経営者の「敵」ではな

い。むしろ、経営者が最も頼りにすべき「味方」である。

　あるフィナンシャル・グループの社長は、経営をゴルフ

に例えてこう言った。「タイガーウッズだって、キャディ

の言うことは聴くでしょう」。たしかに、一人で我流のゴ

ルフをするのはアマチュアである。

　経営のプロであれば、人生で築いてきた人的ネットワー

クの中から、最も信頼のおける人物を探して監査委員長に

就任してもらうべきだ。

　

　７月に東芝事件の第三者委員会の調査報告書が公表され

た。これを見ると、監査委員会の委員長は社内取締役が務

めてきた。しかも、財務部門の責任者だった人物である。

過去、社長の意向を踏まえ、各事業部門の不適切な会計処

理を容認し、あるいは関与していた。そればかりか、監査

委員長になってから、会計処理に疑念を抱いた監査委員の

一人が調査実施の申し入れを行ったにも関わらず、これを

社長とともに無視したことが記載されている。

　オリンパス事件でも、かつて財務部門の責任者で、当時

の社長に損失を隠蔽する不正会計スキームを提案した人物

が常勤監査役を務めていた。この常勤監査役は、金融商品

取引法違反で有罪判決を受けている。

　日本では、不思議なことに、経営者が元部下を常勤監査

役に指名し、株主がそれを追認することが慣例とされてき

た。日本監査役協会は「社内事情に通じた監査役がいない

と、しっかりと監査ができない」と主張し、常勤監査役を

置いて主導的役割を担わせることを推奨さえしている。こ

のため、東芝に限らず多くの日本企業が委員会設置会社に

移行するとき、何の疑問も持たずに元部下を監査委員長と

している。株主も反対票を投じていない。

　しかし、そもそも監査委員長、監査役というのは、経営

者の執行状況を独立した立場で客観的に評価する責任者で

ある。グローバル・スタンダードを持ち出すまでもなく、

ごく常識的に考えても、元部下を監査委員長、監査役とす

るのは独立性、客観性に欠け、最もふさわしくない人選で

ある。しかも実際に不正会計、不祥事の隠ぺいに加担する

監査委員長、常勤監査役が次々に現れているのだ。元部下

を監査委員長、監査役に選ぶという、日本型ガバナンスに

特有の「悪しき慣行」は早くやめるべきである。

　では、監査委員長にはどのような人物がふさわしいのだ

ろうか。

　オリンパス、東芝のような事件が起きないようにするた

め、国際社会では「監査委員長は独立社外取締役が務めな

ければならない」とされている。7月に公表されたバーゼ

ル銀行監督委員会「銀行のためのコーポレート・ガバナン

ス諸原則」でも、この点は明記された。また、「監査委員

会には監査実務、金融レポーティング、会計の経験者が含

まれなければならない」とも記載されている。

　しかし個人的には、監査実務などは他の監査委員や内部

監査部門長が補うこともできるため、監査委員長の職歴、

属性は必ずしも重要な要素ではないと考えている。経営者

に対して、「是は是」「非は非」とする「緊張感を保った信

頼関係」を築くことができる人物であることが唯一の条件

ではなかろうか。

　たとえば、ある地域銀行では、地元の有力企業OBを独

立社外取締役として選任している。監査委員を務めており、

毎週水曜日に銀行に出勤する。経営幹部（執行役員・部長）

を順番に呼んで 1週間の執行状況の報告を受ける。1日を

かけて報告を受け、質問もするし、意見もはっきり言う。

そのやり取りは後で経営トップにも伝えられる。さらに、

毎月 1回、内部監査部門から監査結果の報告も仔細に受け

ている。多くの時間をかけて執行サイドの話を聞き、内部

監査部門から客観的な情報を得ている。「形式的な報告を

受けるだけでは、経営トップの判断や施策の展開が良かっ

たか、悪かったかなど分かるはずがない」という考え方だ。

また、週１回の経営幹部への質問、問題提起は、将来のリー

ダーとなる人材の育成を意識したものだ。地域銀行のリー

ダーを育成することを通じ、地元に貢献したいという気持

ちを込めているつもりと言う。このような人物こそ、監査

監査委員長には誰がふさわしいか

東芝事件の教訓①
元部下を監査委員長、監査役とする悪しき慣行
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委員長、あるいは指名委員長として適任ではないかと思う。

　もう一人例を挙げると、ある地域銀行の社外監査役に就

任し、その後社外取締役になった人物がいる。地縁はない

が高い見識を持ち、明確な主張をすることを見込まれて、

当時の頭取が「どんな調査にも協力する。何を調べ、何を

言ってもらっても構わない」と言って、社外監査役への就

任を要請した。社外監査役に就任後、精力的に本部・営業

店を回り、彼の出した結論は「堅実な行風は評価できるが、

リスクテイク不足で収益性が低い」「もっとやれば出来る

はずだ」というものだった。監査役の任務を超えているの

ではないかとの声も上がったため、頭取は彼を社外取締役

として残した。「守り」だけでなく「攻め」の観点からも、

経営の客観的な評価を率直に伝えてくれる人物こそ、監査

委員長のイメージにぴったりと合う。

　監査委員長を独立社外取締役としただけでは十分ではな

い。内部監査部門を監査委員長が直接指揮可能な態勢にし

なければ、監査機能の独立性は確保されない。

　東芝事件の第三者委員会の調査報告書には、内部監査ス

タッフがいくつかの事案で「不適切会計が行われている可

能性などを認識していたにもかかわらず、何らかの指摘を

行った形跡がない」と記載されている。その理由として、

内部監査部門は「経営トップが所管していたことから、そ

の意向に反すると担当者らが考える事項については、必要

な指摘等を行うことができなかった疑いが存在する」と指

摘している。

　本来、不適正な業務を指摘して、繰り返させないように

することを任務とするはずの内部監査部門が、経営トップ

に直属しているために、その事実を知りながら隠蔽に加担

していたことになる。

　これは東芝だけの問題ではない。ほとんどの日本企業の

内部監査部門は経営トップに直属している。その結果、日

本企業では、経営者不正、会計不正、組織的な不祥事隠し

など、経営者が関与したり、あるいは、経営者の責任が厳

しく追及されるような深刻な問題が起きたとき、内部監査

部門は途端に機能しなくなるのだ。

　米国のワールドコム不正会計事件では、経営者と監査法

人が結託して行った会計不正を社外取締役・監査委員長の

指揮下で内部監査部門が暴いた。その後、SOX法が制定

されたが、同時にニューヨーク証券取引所の規則で、内部

監査部門から監査委員会に対するレポーティング・ライン

を確立することが義務付けられた。それ以降、米国では重

大な会計不正は起きていない。

　一方、日本では、J-SOX が制定され、内部統制システ

ムの構築が義務付けられた後も、2011 年、オリンパスの

不正会計、大王製紙の経営者不正が相次いで起きている。

13年には JR北海道の脱線事故を機に多数のレール異常の

放置・隠ぺいが発覚。みずほ銀行の反社向け融資も問題視

された。そして今年は、東洋ゴムの免震データの改ざん問

題と東芝の不適切会計事件が発覚している。日本の一流と

言われる企業で、不正会計や組織的な不祥事隠しが繰り返

し起きている。

　内部監査部門が経営トップに直属するというのは、日本

企業のガバナンス設計の致命的な欠陥である。この欠陥の

ため、重大な不祥事を抑止できないという深刻な事態を招

いていると言っても過言ではない。

　東芝の不適正な会計処理問題についていえば、監査委員

の一人が疑念を持ち、内部監査のスタッフは端緒までつか

んでいた。内部監査部門が監査委員会の指揮下にあれば、

もっと早い段階で不適切な会計の事実は明るみに出て、重

大な問題となる前に解決が図られていたと考えられる。

　国際社会では「内部監査の第一義的なレポーティング・

ラインは取締役会・監査委員会とする」のが原則だ。バー

ゼル銀行監督委員会「銀行のためのコーポレート・ガバナ

ンス諸原則」でも、そのように記載されている。

　日本では、この「レポーティング・ライン」の意味が正

確に理解されていない。単純な「レポーティング先」とい

う意味ではない。上司・部下の指揮命令系統の「ライン」

と考えるべき概念である。

　監査委員会は内部監査計画・予算の承認権を持ち、内部

監査の結果を、一番初めに聞く必要がある。経営者、社内

取締役により、情報の選別を受ける懸念がない態勢でなけ

ればならない。

　さらに監査委員会は、内部監査部門長の選・解任権を持

ち、内部監査部門の業績評価、スタッフの人事考課も行う。

これらすべてができていなければ、監査委員会への第一義

的なレポーティング・ラインが確立しているとはみなされ

ない。

　日本の金融機関は、内部監査部門の拡充、機能強化に真

東芝事件の教訓②
経営者に直属する内部監査の限界

内部監査のステージアップに向けて
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剣に取り組んできた。しかし、内部監査部門が、実質的に

経営トップや社内取締役のライン下に置かれている限り、

国際的な評価を高めることは難しい。

　監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会

等設置会社などの機関設計にかかわらず、独立社外取締役

を中心に構成された法定・任意の監査（等）委員会を設置

し、独立社外取締役を委員長として、内部監査部門から直

接のレポーティング・ラインを確立することが喫緊の課題

である。

　なお、国際社会では、内部監査のスタッフは監査一筋の

専門職（プロフェッション）であり、執行ラインにしがら

みを持たない点で独立性が高いと言われている。日本の内

部監査部門も、そろそろ半数程度のスタッフを専門職にし

て独立性を高めるとともに、さらなる機能強化を図るべき

であろう。内部監査のスタッフを専門職として確立するた

めには、①人事ローテーションの長期化（5～ 10年）、②

ノーリターン・ルールの導入（執行サイドに戻らない）、

③外部専門家の中途採用、④国際資格（CIA 等）取得の

義務付けなどの施策の導入などを検討する必要がある。

◆碓井 茂樹（うすい しげき）
1961年愛知県生まれ。83年京都大学経済学部卒。日本銀行入行。
金融機構局金融高度化センター企画役（現職）。06年以降、FFR＋
「金融工学とリスクマネジメント高度化」研究会を主宰。FFR＋のメ
ンバーを中心に金融界の有識者に呼びかけて 11年３月、日本金融
監査協会を設立。同協会・リスクガバナンス研究会の有力メンバー。
京都大学、一橋大学、埼玉大学、千葉商科大学、大阪経済大学で客
員教授、非常勤講師を務める。著書に「リスク計量化入門」「内部監
査入門」（共著、金融財政事情研究会）。

東芝事件の教訓　正しい監査委員会設置のススメ

監査委員会
・システム上重要な銀行には監査委員会の設置が求められ
る。他の銀行にも、規模、リスク特性または複雑性に応じ
て、監査委員会の設置が強く推奨される。

・監査委員会は、他の委員会からはっきりと区別する必要が
ある。
・監査委員会の委員長は独立取締役が務めなければならな
い。他の委員会の委員長、取締役会の議長は、監査委員長
を兼務できない。

・監査委員会は、独立取締役または非執行取締役のみで構成
されなければならない。
・監査委員会には、監査実務、金融レポーティング、会計の
経験者を含めなければならない。

内部監査
・内部監査機能は、取締役会に独立した保証を提供し、取締
役会と上級管理職が実効的なガバナンス・プロセスと銀行
の長期的な健全性を促進することを支援する。
・取締役会と上級管理職は、以下により、内部監査機能の独
立性を尊重し、促進しなければならない。
――内部監査報告書が上級管理職による選別なしに、取
締役会に提供されること、そして、内部監査人が取締役
会あるいは取締役会・監査委員会に直接アクセスするこ
とを確保する。
――内部監査機能の部門長の第一義的なレポーティング・
ラインを取締役会（あるいは同・監査委員会）とする。
そして取締役会（あるいは同・監査委員会）は、内部監
査機能の部門長の選任、パフォーマンスの監視、および、
必要があれば解任について責任を持って行う。
――内部監査部門長の異動があったときはその旨を開示
する。そして、銀行はその異動の理由に関して監督当局
と意見交換をしなければならない。

バーゼル銀行監督委員会（2015）

「銀行のためのコーポレート・ガバナンス諸原則」

■◆●：社内取締役
　　□：独立社外取締役
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ガバナンス改革と
リスクアペタイト・フレームワークの活用
 ～モニタリングモデルの実践を支える経営ツール～

日本金融監査協会　リスクガバナンス研究会

碓井 茂樹

　まず、リスクアペタイトの「源流」ともいえる JNJ の「我
が信条」（クレド）について、詳しく見てみましょう。
日本企業では、経営者の経営理念やビジョンを四字熟語や
短い文章であらわすことがあります。経営者の語録をまと
めて従業員に配布することもあります。これらは経営者が
イニシアティブをとって、組織内の役職員に企業文化やリ
スクカルチャーを浸透させるために行うものです。
　これに対して、JNJ の「我が信条」は、「顧客」「社員」「地
域社会」「株主」というステークホルダーに対して、それ
ぞれどのような責任を果たすのかを説明し、約束するもの
です。しかも、その文章を読むと、70 年以上も前に書か
れたものとは思えないほど、現代企業にも当てはまる普遍
的な内容となっていることに驚きます（図 1 参照）。
　1 番初めに「顧客第一主義」を掲げ、顧客に対して満足
のいく商品・サービスを提供することを約束しています。
2 番目に、従業員の公正な処遇のほか、能力開発の機会を
与えること、個人の尊厳、ワークライフ・バランスなどを
守ることを約束しています。3 番目に、社会に対して有益
な CSR 活動を行って貢献することを約束しています。そ
して最後に、株主に対する利益還元のほか、内部留保の蓄
積、企業価値の向上のための研究開発投資などを約束して
います。
　当時、株主から「自分たちの利益こそ最も優先されるべ
きではないか」と不満が出たと言います。それに対して、
3 代目社長ロバート・ウッド・ジョンソン Jr. は、「顧客、
社員、地域社会、株主という、この順番が大事なのだ。こ
の順番に責任を果たすことによってはじめて、株主の皆さ

はじめに

リスクアペタイトの源流
　今から 70 年以上も前のことです。1943 年、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソン ( 以下 JNJ) の 3 代目

社長ロバート・ウッド・ジョンソン Jr. は、ニュー

ヨーク証券取引所での株式公開を前に、顧客、社員、

地域社会、株主に対して果たすべき責任を A4 の紙

1 枚に列記しました。「我が信条」（クレド）と呼ば

れるこの文書は、取締役会に諮られて承認され、そ

の後、一貫して JNJ の経営指針となっています。

　こうした事例をみると、国際社会では「株式会社

というのは社会的な存在であり、さまざまなステー

クホルダーに対して説明責任を果たさなくてはなら

ない。」という考え方が、古くからあったことが分

かります。

　金融危機後、海外の金融機関では「リスクアペタ

イト・ステートメント」の作成が進みました。経営

理念や目標を文書化して、取締役会の承認を受けて

いる点で、JNJ の「我が信条」（クレド）を源流と

しているように思えます。金融危機を反省し、「ス

テークホルダーに説明責任を果たすためには何をす

べきであったのか」を原点に立ち返って考え直した

結果、国際的な議論の中で出された答えといえるで

しょう。

　わが国でもガバナンス改革が進み始めました。多

様で十分な数の社外取締役を受け入れて、取締役会

を「モニタリング・モデル」へと転換していくこと

になります。このとき「リスクアペタイト」は、経

営者から見れば社外取締役に説明責任を果たすため

の有効なコミュニケーション・ツールになります。

また、社外取締役から見れば、監督責任を果たすた

めの判断基準となります。

連載
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んへの責任を果たすことができるのだ」と明言したといわ
れています。

　1980 ～ 90 年代、先進的な金融機関で「リスクアペタ
イト」を文書化する慣行が始まりました。こうした実践を
受け、海外の金融当局も金融機関に対して「リスクアペタ
イト」に基づくリスクマネジメントの態勢整備を促し始め
ました。
　国際社会では、30 年近く前から「リスクアペタイト・
ステートメント」を通じて、金融機関と金融当局がコミュ
ニケーションをとるという慣行が始まっていたのです。
　当時、海外に勤務していた邦銀の国際業務部門の担当者
が、現地の金融当局に挨拶に行くと、いきなり「リスクア
ペタイト」を説明せよ、と言われました。「リスクアペタ
イト」が何を意味するのかがさっぱり分からず、その場を
ごまかして帰って「リスクの食欲って何のことだ？」とみ
んなで首をひねったという笑い話があります。
　その後、「リスクアペタイト」は 2004 年に COSOが公
表した「ERM：全社的リスクマネジメント」のなかで正

式に定義されました（図 2 参照）。
　COSO-ERM によって理論的な裏付けを得たこと
から、国際社会では、金融機関だけでなく、広く一
般企業においても「リスクアペタイト・ステートメ
ント」を作成する動きが広がりました。
　また、2013 年に改訂された国際的な内部監査基準

（IIA 基準）をみると、「リスクアペタイト」に基づ
くリスクマネジメントのフレームワーク（ERM「全
社的リスクマネジメント」）を導入している組織では、
それらを活用してリスク・ベース監査を行うことと
記載されています（図 3 参照）。
　日本企業では、「リスクアペタイト」という用語は、
まだ馴染みがありませんが、国際社会では、今やガ
バナンス、リスクマネジメント、内部監査の実務で、
ごく一般的に使われる用語として浸透し、定着して
います。

　国際社会は、「エンロン」「ワールドコム事件」「リーマ
ンショック」などの大きな失敗を経験しました。その都度、

「ステークホルダーへの説明責任は果たされていたのか」
という問いかけや批判が寄せられました。
　その結果、「エンロン」「ワールドコム事件」の後には、
企業改革法（SOX法）が制定されました。経営者は、財
務報告にかかる内部統制システムを構築し、その有効性を
評価した報告書と、年次報告書による開示が適正である旨
の宣誓書を提出することが義務付けられました。
　金融危機の後、金融安定理事会（FSB）、バーゼル銀行

リスクアペタイト実践の広がり

原点回帰：説明責任を果たすための
リスクアペタイト

図 1「我が信条」（クレド）

図 2　
COSO － ERM

「全社的リスクマネジメント」

図 3
内部監査の国際基準

（IIA 基準）

我々の第一の責任は、我々の製品およびサービスを使用してくれる医師、看護師、患者、

そして母親、父親をはじめとする、すべての顧客に対するものであると確信する。

顧客一人一人のニーズに応えるにあたり、我々の行なうすべての活動は

質的に高い水準のものでなければならない。

適正な価格を維持するため、我々は常に製品原価を引き下げる努力をしなければならない。

顧客からの注文には、迅速、かつ正確に応えなければならない。

我々の取引先には、適正な利益をあげる機会を提供しなければならない。

我々の第二の責任は全社員 ――世界中で共に働く男性も女性も―― に対するものである。

社員一人一人は個人として尊重され、その尊厳と価値が認められなければならない。

社員は安心して仕事に従事できなければならない。

待遇は公正かつ適切でなければならず、働く環境は清潔で、整理整頓され、かつ安全でなければならない。

社員が家族に対する責任を十分果たすことができるよう、配慮しなければならない。

社員の提案、苦情が自由にできる環境でなければならない。

能力ある人々には、雇用、能力開発および昇進の機会が平等に与えられなければならない。

我々は有能な管理者を任命しなければならない。

そして、その行動は公正、かつ道義にかなったものでなければならない。

我々の第三の責任は、我々が生活し、働いている地域社会、

更には全世界の共同社会に対するものである。

我々は良き市民として、有益な社会事業および福祉に貢献し、適切な租税を負担しなければならない。

我々は社会の発展、健康の増進、教育の改善に寄与する活動に参画しなければならない。

我々が使用する施設を常に良好な状態に保ち、環境と資源の保護に努めなければならない。

我々の第四の、そして最後の責任は、会社の株主に対するものである。

事業は健全な利益を生まなければならない。我々は新しい考えを試みなければならない。

研究開発は継続され、革新的な企画は開発され、失敗は償わなければならない。

新しい設備を購入し、新しい施設を整備し、新しい製品を市場に導入しなければならない。

逆境の時に備えて蓄積を行なわなければならない。

これらすべての原則が実行されてはじめて、株主は正当な報酬を享受することができるものと確信する。

我が信条
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監督委員会（BCBS）から、金融機関のガバナンス、リス
クマネジメント、内部監査に関する多数のぺーパーが公表
され、その議論の中で、「リスクアペタイト・フレームワー
ク」( 以下 RAF) を導入することの重要性が指摘されまし
た。
　経営者は、経営理念・目標を明確にして「リスクアぺタ
イト・ステートメント」を策定するとともに、経営理念・
目標の達成に向けて、組織や役職員を動かすための RAF
を導入し、取締役会の承認を受けることとされました。経
営者の説明責任、取締役会の監督責任を求めたと言えます。
　今や、金融安定理事会（FSB）、バーゼル銀行監督委員
会（BCBS）が公表するガバナンス、リスクマネジメント、
監査に関するペーパーをみると、金融機関には RAF が導
入されていることが当然の前提となっています（図 4,5 参
照）。
　実際、海外の金融機関では、「リスクアペタイト」を起
点にして、業務計画や内部統制システム、コンプライアン
ス方針、リスク管理方針、役職員の研修プログラムなど、
組織、役職員を動かすための枠組みを見直しました。国際
的に活動する金融機関（G-sifis）だけでなく、地域銀行な
どにも RAF は導入され、すっかり定着した感があります。
国際社会では、金融危機後も、やはり「ステークホルダー
への説明責任を果たすためには何をすべきか」という原点
に立ち返り、RAF を導入することによって、経営の自己
規律を取り戻したのです。

　日本でも、会社法改正、コーポレートガバナンス・コー
ドの策定と、ガバナンス改革が急ピッチで進み始めました。
指名委員会等設置会社、監査等委員会設置へと移行する動
きや、取締役会のうち社外取締役の人数を増やす動きが広
がっています。
　日本企業はこれまで、監督と執行が分離していない独自
のガバナンス態勢を続けてきました。今、日本企業に求め
られているのは、法・制度への形式的な対応ではありませ
ん。ガバナンス改革を契機に、さまざまなステークホルダー
を意識して「モニタリングモデル」の実践に取り組まなけ
れば意味がありません。
　東証のある関係者に伺った話です。株式の公開手続きが
完了したとき、社長に向かって、意図的に「はい、これで
会社はあなたのものではなくなりました」と言うようにし
ているが、何のことか意味が分からず、憮然とする経営者
が少なくないそうです。果たして、株式公開の意味を理解
していない経営者が、ステークホルダーに対して説明責任
を果たすことができるのか、疑問と言わざるを得ません。
　また、日本では「なぜ、リスクアペタイトを文書化する
のか」、「なぜ、RAF を導入する必要があるのか」、「なぜ、
今のままではいけないのか」という質問がよく出ます。こ
れまで、日本には社外取締役がほとんどおらず、ガバナン

図 4　金融危機後の国際的な議論・提言

モニタリングモデルを実践するための
リスクアペタイト

年年 年 年 年 年 年

サブプライム
ローン問題

リーマン
ショック

欧州ソブリン危機 アベノミクス

リスク・ガバナンス
に関するテーマ
レビュー

銀行のコーポレート
ガバナンス強化の
諸原則

ＢＣＢＳ（２０１０）

ＦＳＢ（２０１３）

、 、 などから
多数のレポートが出された

（２０１２）

金融機関の効果的
なガバナンスに
向けて

ＢＣＢＳ（２０１４）

年

改訂：銀行のコーポ
レートガバナンス
諸原則

図４（差し替え版） 金融危機後の国際的な議論・提言 
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図５ 国際的な金融監督体制
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ス態勢が「モニタリングモデル」となっていなかったため
に、経営者が取締役会に対して説明責任を果たすという慣
行がないため、実感をもって、その必要性を受け止められ
ないのです。
　「モニタリングモデル」が前提の国際社会では、RAF は
経営そのものです。「なぜ、リスクアペタイトを文書化す
るのか」などと日本人が質問をすれば、「では、日本では
どうやって経営をしているのか」と反対に理解できないと
言われてしまいます。日本の経営者が未だ「リスクアペタ
イト」の必要性を感じないというのは、30 年前とは違い、
もはや笑い話にもなりません。
　日本の金融機関には、今後、多様で十分な数の社外取締
役を選任し、法定・任意を問わず、社外取締役を委員長と
する「リスク委員会」と「監査委員会」の設置に向けた態
勢整備を進めることを期待したいと思います。
　リスク委員長と監査委員長を独立社外取締役にすれば、
経営理念・目標は何なのか、その実現のために組織・役職
員をどのように動かすのか、必然的に説明をせざるを得な
くなります。独立社外取締役に一から説明するというのは
大変なことですので、当初は大きな負担を感じると思いま
す。しかし、RAF が定着し始めると、今まで曖昧だった
ものが可視化され、新たな「気付き」となったり、役職員
の行動原理として徹底されるなど、メリットも感じられる
ようになるはずです。
　内部監査も大きく変わります。経営にとって重要なリス
クが不明確なままでは、いくらリスクベース監査を実施す
ると掛け声をかけても、結局、規程・マニュアル違反の
指摘から脱却できません。しかし、RAF が導入されれば、
経営にとって重要なリスクは何か、RAF を有効に機能さ
せるキー・コントロールは何かが可視化されます。リスク
ベース監査に取り組みやすくなり、内部監査の視点も「経

営目線」に切りあがって付加価値の高い指摘を行うように
なります。
　取締役会の議論も、多様な社外取締役が入って意見を言
い始めると、価値観が交錯して論点が絞り切れず、非効率
になったり、場合によっては、収拾がつかなくなる可能性
もあります。「リスクアペタイト」があれば、取締役会に
おける集団の価値観を共有することができるため、判断が
迅速かつ合理的なものになります。融資、投資、M&A な
どの個別事案に関しても、自分たちの「リスクアペタイト」
に適合しているかどうか、現行の RAF によって有効に管
理できるかどうか、が議論の中心になります。
　もちろん、経営戦略を変えて、新しい種類のリスクテイ
クに挑戦したり、従来のリスクであっても思い切ってエク
スポージャーを増加させるなど、今まで以上のリスクテイ
クを行うこともあるでしょう。その場合には、取締役会で

「リスクアペタイト」の変更に関して、十分な議論を行う
ことになります。ステートメントを見直すだけでなく、そ
れを管理する「フレームワーク」に不備はないか、慎重に
点検することが重要です。

※本稿に記載された意見・コメントはすべて個人的な見解に基づく
もので、筆者が所属する組織・団体の代表的な見解を示すものでは
ありません。また、筆者が所属する組織・団体がこれを保証・賛成・
推奨するものではありません。

図 5　国際的な金融監督体制
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